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機密性1

令和２年度実績の評価方法等における論点と結論について

＜論点＞

① 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和元年度の対応と同様に、実績値の補正等を行うことで評価できるか。

② 令和２年度実績を令和４年度保険料率に反映する場合において、インセンティブの保険料率は、政令により、千分の

○・一（0.01％）に引き上げることが既に定められているが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、引き上げを行うか

どうか。

○令和２年度実績の評価方法等における下記論点について、第112回運営委員会（令和３年９月16日開催）でい

ただいた意見や10月に開催された評議会での議論を踏まえた支部意見の聴取を行った結果、第113回運営委員会

（令和３年11月26日開催）にて、結論（対応案）が出された。

当該評価方法による、栃木支部の令和２年度実績は、３ページから５ページのとおり。
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〔結論〕

○ 令和２年度の実績値については、補正を行わずに、令和２年度実績を反映する令和４年度のインセンティブ保険料率は、

千分の○・○七（0.007％）に据え置くこととする。

○ なお、インセンティブ保険料率を据え置くためには、健康保険法の政省令の改正が必要となるため、令和３年11月９日に

開催された厚生労働省の「第43回 保険者による健診・保健指導等に関する検討会」に、これまでの議論の状況を報告し

た。
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減算分 減算後 全国平均（＝加減算前）
※ 得点 ＝ 偏差値－偏差値中央値

【令和２年度実績評価 ⇒ 令和４年度保険料率へ反映した場合の試算】

令和4年度保険料率の算出に必要となる令和４年度総報酬額等の見込み額が現時点で未確定であるため、

本試算と令和４年度保険料率に加算・減算される実際の率とは差異が生じることに留意が必要。

令和２年度実績（４月～3月確定値）のデータを用いた試算

加算率0.007

0.007（※2）

（※1）

減
算
す
る
率

※1 令和４年度保険料率における後期高齢者支援金相当の保険料率は、令和４年度の後期高齢者支援金及び総報酬額の見込み額を基に算出するが、現時点では未確定であるため、令和２年度決算における後期高齢者支援
金相当の保険料率（2.253％）で仮置きしている。

※2 令和４年度保険料率に加算されるインセンティブ保険料率は、令和２年度の総報酬額に0.007％を乗じた額を令和４年度の総報酬額の見込み額で除することにより算出するが、現時点では未確定であるため、0.007％で仮置き
している（詳細は、「第91回運営委員会（平成30年3月20日開催）資料３」に掲載）。
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機密性1

＜偏差値及び順位を表示＞令和２年度の実績（確定値）：北海道支部～三重支部
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偏差値 順位 偏差値 順位 偏差値 順位 偏差値 順位 偏差値 順位 偏差値 順位

北海道 36.2 44 46.9 29 42.2 35 45.7 33 51.8 20 222.8 41 北海道

青森 56.0 9 56.8 7 38.7 45 45.6 34 52.9 17 250.0 23 青森

岩手 47.7 33 49.7 26 39.4 43 39.3 44 60.3 4 236.5 32 岩手

宮城 52.9 18 53.4 17 40.9 41 64.2 3 57.8 9 269.3 13 宮城

秋田 59.6 4 56.4 8 55.7 12 49.5 26 57.7 10 278.8 5 秋田

山形 67.1 1 55.8 9 56.8 10 53.0 16 60.4 3 293.2 2 山形

福島 46.6 36 57.9 5 58.7 8 53.2 15 58.0 7 274.4 7 福島

茨城 51.1 24 39.6 44 41.4 38 61.9 4 47.2 31 241.2 29 茨城

栃木 52.8 19 61.0 3 48.3 27 56.6 10 57.1 11 275.8 6 栃木

群馬 50.2 29 40.5 43 41.5 37 47.3 31 54.5 14 233.9 35 群馬

埼玉 33.1 45 38.1 47 42.4 34 42.5 37 49.5 26 205.6 47 埼玉

千葉 31.1 47 45.8 32 39.0 44 50.5 24 49.6 25 216.0 46 千葉

東京 39.1 41 45.3 34 48.0 28 47.7 30 44.8 36 224.9 39 東京

神奈川 31.1 46 45.9 31 41.8 36 52.7 18 47.2 29 218.7 44 神奈川

新潟 59.2 5 53.7 16 55.1 13 58.5 6 56.0 12 282.5 4 新潟

富山 66.7 2 64.4 2 41.1 39 78.0 1 50.4 22 300.6 1 富山

石川 51.8 23 44.2 37 35.8 46 67.0 2 43.6 39 242.4 27 石川

福井 48.5 32 50.4 25 51.4 22 52.8 17 40.5 43 243.5 26 福井

山梨 54.3 15 49.5 27 40.5 42 60.0 5 68.1 1 272.4 11 山梨

長野 57.8 6 50.5 24 47.9 29 52.7 19 54.3 15 263.2 17 長野

岐阜 53.1 17 51.9 19 56.3 11 47.1 32 47.2 30 255.7 19 岐阜

静岡 51.9 22 53.8 15 58.7 7 55.5 11 52.2 19 272.1 12 静岡

愛知 47.1 35 51.2 22 42.6 33 51.3 21 44.8 35 236.8 30 愛知

三重 54.6 14 47.3 28 48.4 26 40.7 39 41.2 42 232.3 36 三重

支部名 ①特定健診等の実施率 ②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の

減少率

④医療機関への受診勧奨
を受けた要治療者の
医療機関受診率

⑤後発医薬品の使用割合 得点 支部名
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＜偏差値及び順位を表示＞令和２年度の実績（確定値）：滋賀支部～沖縄支部
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偏差値 順位 偏差値 順位 偏差値 順位 偏差値 順位 偏差値 順位 偏差値 順位

滋賀 53.6 16 52.1 18 62.3 5 56.7 9 49.7 24 274.4 8 滋賀

京都 55.1 11 39.2 46 60.7 6 43.0 36 38.3 45 236.3 33 京都

大阪 36.3 43 43.9 39 53.5 18 51.2 22 39.8 44 224.6 40 大阪

兵庫 43.6 39 43.0 40 49.9 24 53.8 14 44.2 37 234.6 34 兵庫

奈良 50.7 26 46.2 30 73.5 1 58.2 7 35.5 46 264.0 15 奈良

和歌山 50.3 27 41.3 42 70.7 2 53.9 13 34.5 47 250.7 22 和歌山

鳥取 40.7 40 54.4 14 50.2 23 47.8 29 53.8 16 246.9 24 鳥取

島根 60.7 3 57.6 6 52.3 20 39.3 43 58.0 8 268.0 14 島根

岡山 52.5 20 58.9 4 41.1 40 33.5 47 43.2 40 229.1 37 岡山

広島 48.8 31 45.4 33 43.1 32 39.9 41 43.7 38 220.9 43 広島

山口 57.3 8 51.0 23 54.0 17 40.5 40 60.7 2 263.5 16 山口

徳島 54.9 13 51.6 20 70.1 3 51.5 20 46.3 32 274.3 9 徳島

香川 47.6 34 55.4 11 49.4 25 39.4 42 44.9 34 236.6 31 香川

愛媛 51.1 25 43.9 38 46.9 30 38.8 45 41.5 41 222.2 42 愛媛

高知 57.3 7 44.9 35 19.4 47 49.9 25 46.2 33 217.7 45 高知

福岡 45.9 37 44.9 36 53.1 19 54.0 12 48.0 28 245.8 25 福岡

佐賀 37.6 42 51.3 21 57.4 9 33.8 46 48.0 27 228.1 38 佐賀

長崎 49.1 30 55.6 10 54.8 15 44.4 35 50.8 21 254.7 20 長崎

熊本 55.0 12 67.3 1 52.2 21 57.4 8 55.6 13 287.4 3 熊本

大分 50.3 28 55.3 12 54.7 16 51.0 23 50.4 23 261.7 18 大分

宮崎 52.0 21 39.2 45 66.6 4 40.8 38 52.6 18 251.2 21 宮崎

鹿児島 45.1 38 42.9 41 46.4 31 48.7 28 58.6 6 241.6 28 鹿児島

沖縄 55.1 10 54.9 13 54.9 14 49.2 27 58.8 5 272.9 10 沖縄

支部名 ①特定健診等の実施率 ②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の

減少率

④医療機関への受診勧奨
を受けた要治療者の
医療機関受診率

⑤後発医薬品の使用割合 得点 支部名
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インセンティブ制度の見直しに関する

検討結果について
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○ インセンティブ制度の見直しに関する、下記３つの論点について、第112回運営委員会（令和３年９月16日開催）でいただいた意見や10月に

開催された評議会での議論を踏まえた支部意見の聴取を行った結果、以下のとおり見直すこととなった。

インセンティブ制度の見直しに関する検討結果について

＜論点１＞D：予防・健康づくりの取組により一層努めるため、評価割合を現行の「実績６伸び率４」から伸び率のウエイトをより高める。

→ 実績６伸び率４のウエイトを、実績５伸び率５、又は実績４伸び率６のいずれに見直すべきかについて検討した結果、

「実績５伸び率５」に見直すこととする。

＜論点２＞C：「指標５ 後発医薬品の使用割合」は、現在の都道府県単位保険料率に影響を及ぼす取組であると ともに、協会に

おける後発医薬品の使用割合も着実に上昇してきていること等を踏まえ、その取扱いを検討する。

→ 「指標５ 後発医薬品の使用割合」について、指標から除外すべきかについて検討した結果、現行の配点を維持することとする。

＜論点３＞ H：インセンティブ制度が不十分である下位層に効果を及ばせるため、減算の対象支部の拡大の是非について検討する。

I ：仮に減算の対象支部を拡大した場合、上位支部の減算幅が弱まるが、インパクトを強める観点から、財源とする

インセンティブ保険料率の引き上げの是非について検討する。

→ 配分基準のメリハリを強化する観点から、減算対象支部を３分の１若しくは４分の１に縮小する、又はインセンティブ制度が

不十分である下位層に効果を及ばせるため、減算対象支部を３分の２に拡大する一方でインセンティブ保険料率を引き上げる

べきかについて検討した結果、減算対象支部を３分の１に縮小することとする。

上記の検討結果を踏まえた見直しの全体像は次ページのとおり。
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見直しの全体像

見直し後の評価指標 配点

指標１ 特定健診等の実施率
【評価割合】 実施率：50％ 実施率の対前年度上昇幅：25％

実施件数の対前年度上昇率：25％

70

指標２ 特定保健指導の実施率
【評価割合】 実施率：50％ 実施率の対前年度上昇幅：25％

実施件数の対前年度上昇率：25％

70

指標３ 特定保健指導対象者の減少率
【評価割合】 減少率：100％

80

指標４ 医療機関への受診勧奨基準に該当する要治療者の医療機関受診率※P.10参照【評
価割合】 受診率：50％ 受診率の対前年度上昇幅：50％

50

指標５ 後発医薬品の使用割合
【評価割合】 使用割合：50％ 使用割合の対前年度上昇幅：50％

50

合計 320

現行の評価指標 配点

指標１ 特定健診等の実施率
【評価割合】 実施率：60％ 実施率の対前年度上昇幅：20％

実施件数の対前年度上昇率：20％

50

指標２ 特定保健指導の実施率
【評価割合】 実施率：60％ 実施率の対前年度上昇幅：20％

実施件数の対前年度上昇率：20％

50

指標３ 特定保健指導対象者の減少率
【評価割合】 減少率：100％

50

指標４ 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率
【評価割合】 受診率：50％ 受診率の対前年度上昇幅：50％

50

指標５ 後発医薬品の使用割合
【評価割合】 使用割合：50％ 使用割合の対前年度上昇幅：50％

50

合計 250

＜現行＞ ＜見直し後＞

※上記の青字は見直し前の箇所であり、赤字は見直し後の箇所。

評価指標の見直し

加算減算の効かせ方の見直し

＜現行＞

加算率
平成30年度実績（令和２年度保険料率）：0.004％
令和元年度実績（令和３年度保険料率）：0.007％
令和２年度実績（令和４年度保険料率）：0.01％※別途議論

減算率
➤ 平成30年度実績（令和２年度保険料率）

1位 佐賀支部 0.040％
➤ 令和元年度実績（令和３年度保険料率）

1位 島根支部 0.065％ Ａ
支
部

Ｂ
支
部

Ｃ
支
部

Ｚ
支
部

Ｘ
支
部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

減算率
➤ 令和元年度実績で試算

1位 滋賀支部 0.183％

Ａ
支
部

Ｂ
支
部

Ｃ
支
部

Ｚ
支
部

Ｘ
支
部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上位23支部（半数支部）を減算対象
上位15支部（3分の1支部）を減算対象

＜見直し後＞

加算率
令和４年度実績（令和６年度保険料率）以降：0.01％

※ 評価指標の見直しを反映した場合
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インセンティブ制度の見直しに関する検討結果について

○ 協会のインセンティブ制度は、事業主及び加入者の行動変容を促すことにより、加入者が自ら予防・健康づくりに取り組むことで健康度の向上

を図り、将来の医療費の適正化にも資するよう、保健事業の指標における支部間の実績の均てん化及び全体の底上げを図ることを目的とする。


